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医療法人社団 健育会 
居宅介護支援事業及び介護予防支援事業 重要事項説明書 

 
＜令和 7 年 4 月 1 日現在＞  

１ 事業所の特色等  
（１）事業の目的 ： 医療法人社団 健育会が開設する介護老人保健施設しおん（以下、「事業所」

といいます。）が介護保険法（平成 9 年法律第 123 号。以下、「法」といいます。）

第 7 条第 18 項に規定する指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業（以

下、「事業」といいます。）の、基本方針として法第 7 条第 3 項及び第 4 項に規

定する要介護者・要支援者（以下、「利用者」といいます。）の立場にたったサ－

ビスが提供できるように、個々の解決すべき課題、その心身の状態や置かれてい

る環境などに応じて保健、医療、福祉サ－ビスの総合的、効率的な提供を図り、

利用者が満足できるサ－ビスを受けることができるように支援することを目的

とします。 
（２） 運営方針 ： ① 事業に従事する介護支援専門員及びその他の従業者（以下、「介護支援専門   

員等」といいます。）は、利用者の自立の支援及び生活の質の向上を図るため

の専門的な能力を十分に発揮し、支援するように心がけるものとします。 
② 事業の実施にあたっては、関係機関である市町村や地域の在宅サ－ビスと

密接な連携を図り、総合的なサ－ビスの提供に努めるものとします。 
③ 公正中立性を確保し、サービス提供主体から実質的に独立した事業所とし 
て、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い

人材を確保し、質の高いケアマネジメントの実施に努めるものとする。 
④ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等 
を目的とした定期的な会議を開催し、現に抱える処遇困難ケースの処遇方針

や過去に取り扱ったケースについての問題点及び改善方策等を議題として検

討し、ケアマネジメントの質の向上に努めます。 
⑤障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合 
等における、介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連 
携を促進するため、指定居宅介護及び介護予防支援事業者が特定相談支援事 
業者との連携に努めます。 

 
２ 居宅介護支援事業者（法人）の概要  

名称・法人種別  医療法人社団 健育会 
代表者名  竹川 節男 

所在地・連絡先  
（住所）東京都板橋区桜川二丁目１９番 1 号 
（電話） ０３－３２３３－１１０５ 
（FAX） ０３－３２３３－１７３１ 

 
３ 事業所の概要  

（１）事業所名称及び事業所番号  
事業所名  医療法人社団 健育会 介護老人保健施設 しおん 

所在地・連絡先  
（住所）宮城県石巻市吉野町１丁目７番１号 
（電話） ０２２５－２１－５１５５ 
（FAX） ０２２５－２１－５１５６ 

事業所番号  ０４５０２８００８６ 
管理者の氏名   大橋 和枝 

 
（２）事業所の職員体制  

職種 勤務形態 人員 職務内容 

管理者 常勤 
１名 

（兼務） 
所属職員の指導監督及び運営

の総括 

介護支援専門員 常勤 
1名以上 

(上記 1 名兼務) 
居宅介護支援及び介護予防 
支援業務 
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（３）通常の事業の実施地域  

石巻市 （ただし、別紙の○地域に限る） 
※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。  

 
（４）営業日及び営業時間  

営業日及び休日 営業時間 

営業日   月曜日から金曜日 ８：４５～１７：３０ 

休業日 土曜日・日曜日・国民の祝日・１２月３０日～１月３日 ― 

※ただし、営業時間外も施設内の外線対応している当番事務員や夜勤看護師と連携し、24 時間 
連絡可能体制を確保する。必要に応じ居宅介護支援専門員と連絡を取り合い利用者等の相談に 
対応する。 

 
 

(５）ハラスメントの防止  

当事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう 

ハラスメントの防止に向け取り組みます。 

 

①当事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を 

超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

 上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等に 

より、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に 

努めます。 

④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に 

対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

(６）感染症対策について 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

②当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね 

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

④当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

⑤従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

(７）業務継続に向けた取り組みについて 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施する 

ために、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該 

業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に 

実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

(８）虐待防止について 

当事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等 

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研 

修を実施する等の措置を講じます。 

①当事業所では、ご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 
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②当該事務所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思

われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を

図ります。 

④当施設は、次の通り虐待防止責任者を定めます。役職：ホ－ム長 氏名：村中 めぐみ 

 
４ 事業の内容  

（１） 利用者からの居宅(介護予防)サ－ビス計画作成依頼を受け、利用者との面接・相談を行ない、 
下記の内容にて実施します。（ ３－（２）事業所の職員体制 ※ １ ） 

１ 居宅(介護予防)サービス計画の作成。 
必要に応じて多様な主体により提供される日常生活全般を支援するサービス（インフォー

マルサービス含）が包括的に提供されるよう地域等とも連携し作成する。 
２ 課題分析の実施。 
３ 居宅(介護予防)サ－ビス原案の作成。 
４ サ－ビス担当者会議の開催。 
５ 居宅(介護予防)サービス計画の説明及び同意。 
６ 居宅(介護予防)サービス計画の実施状況等の把握、評価。 
７ 居宅(介護予防)サ－ビス事業者、施設への紹介や連絡調整等。 
 

※①事業の提供方法は、利用者及び利用者の家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握する 
ことにより、利用者の居宅(介護予防)サービス区分ごとの支給限度額を説明した上で、その地域に 
おける指定居宅(介護予防)サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利 
用者及び利用者の家族に提供し、提供される指定居宅(介護予防)サービス等の目標、その達成時期、 
指定居宅(介護予防)サービス等を提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅(介護予防)サービス計 
画作成等に関する必要な支援を行なうものとする。 

②利用者及び利用者の家族は、指定居宅(介護予防)サービス事業者の選定にあたり、地域の複数事業

者の紹介を受けることが出来ると共に、選定した事業所の内容について説明を求める事ができる。 
   ③居宅(介護予防)サービスの内容及び提供については、懇切丁寧な説明により、利用者及び利用者の 

家族の理解を得た上で、利用者及びその家族の同意を署名により確認して実施する。 
 
５ 利用料、その他の費用  

（１） 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、該当事業が法 
定代理受領サ－ビスであるときはその０割の額とします。 
（利用者自己負担はありません。）（ 別 表 １ ） 

（２） 提供した事業が、利用者の介護保険料の滞納等により、法定代理受領ができない場合は、利用料 
金の全額を一旦お支払いただき、事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。 
後日、サービス提供証明書を市町村の窓口に提出していただき、該当する利用料金の払い戻しを 

受けることができます。 
 
６ 利用料等のお支払方法  

５－（１）で示す内容により、当事業所からの請求はありません。 
 
７ 事業所が提供する事業内容に関する苦情等相談窓口  
  （ 別  表 ２ ）の利用者相談窓口及び苦情申し立て機関を参照してください。 
 
８ 事故発生時及び緊急時等における対応方法 

利用者に対する事業の提供に伴って事故が発生した場合には、速やかに市町村、関係機関及び利用者の

家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずるものとします。 
 
９ 損害賠償について 

（１） 介護支援専門員等は、利用者に対する事業の提供にあたって万が一事故が 発生し、利用者また

は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やか

に損害を賠償します。ただし、利用者または利用者の家族に重大な過失がある場合には、賠償額を

減ずることができるものとします。 
（２） 介護支援専門員等は、万が一の事故に備えて損害賠償責任保険に加入します。 
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１０ 守秘義務 

（１） 介護支援専門員等は正当な理由が無い限り、事業の提供にあたって知り得た秘密を保持するもの 
とします。 

（２） 介護支援専門員等が退職した後でも、在職中に知り得た秘密を漏らすことが無いように必要な措 
置を講ずるものとします。 

 
 
１１ 個人情報の収集または提供する場合の目的及び内容 

個人情報を収集または提供する場合の目的及び内容について、事業所が次の内容の場合に情報を収集ま 
たは提供することに、同意書をもって同意を得るものとする。 
（１）医療サ－ビスを希望する場合の主治医からの意見の収集。 
（２）サ－ビス担当者会議等における他事業所や居宅(介護予防)サ－ビス事業所への居宅(介護予防)サー 

ビス計画等の内容を提供。 
（３）適切な事業が提供できるように、他事業所や居宅(介護予防)サ－ビス事業者との連絡調整に伴う 

情報の収集及び提供。 
（４）利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合に、居宅(介護予防)サービス計画及び実 

施状況に関する情報の提供。 
（５）その他の居宅介護支援事業所の利用を希望する場合に、居宅(介護予防)サービス計画及び実施状 

況に関する情報の提供。 
（６）事業所において利用者または利用者の家族の緊急事態発生の情報を得た場合、すみやかに公的機 

関（救急車など）や医療機関へ連絡することでの情報の提供（緊急時シートの活用）。 
（７）上記（１）～（６）以外に情報提供及び収集しなければならない時は、事前に利用 

者並びに利用者の家族に説明し、同意書をもって同意を得るものとする。 
 
１２ 情報の保存・開示義務 

（１） 事業所は、利用者の居宅(介護予防)サービス計画及びその他の事業の提供に関する記録を整備し 
その完結の日から５年間保存します。 

（２） 利用者は、事業所の営業時間内にその事務所において、当該利用者に関する記録を閲覧でき、ま 
たはその複写物の交付を、実費相当の費用負担により受けることができるものとします。 

（３） 事業所は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、または利用者から申し出が 
あった場合は、当該利用者に対して直近の居宅(介護予防)サービス計画及びその実施状況に関する 
書類を交付します。 
 

１３ 身体拘束の禁止に関する事項 
（１）事業所は、事業の提供に当たっては利用者又は他の利用者の生命や身体を保護する為に緊急やむ 

を得ない場合を除き、身体拘束その他、利用者の行動を制限する行為（以下、「身体拘束等」という。）

を行なってはならない。 
  （２）事業所は、やむを得ず前項の身体拘束を行なう場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等の必要な事項を記録する者とする。 
  
１４ その他、留意事項 

（１）居宅介護支援サービス利用割合については、別紙資料の通りとなります。 
    （２）その他の運営に関する事項 

①事業所は社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るための研究・研修の機会を設ける 
とともに、業務体制を整備します。(研修計画書の作成) 
・地域包括支援センター等主催の「事例検討会」等の参加 
・利用者の情報やサービス提供上の留意事項等の伝達等を目的とした会議を週 1回以上開催。 

・他法人居宅支援事業所と共同で事例検討会や検討会を連携で開催。 
②支援困難事例にも対応可能な体制を整備する。 
③この規程に定める事項のほか運営に関する重要事項は、医療法人と事業所の管理者との 
協議に基づいて定めるものとします。 

（３）居宅サービス計画に基づく居宅サービス利用の際には、介護保険被保険者証と居宅介護支援事業 
者が交付するサービス利用票を提示してください。 
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別紙 

 

居宅介護支援 サービス利用割合等 説明書 
 

①前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の

各サービスの利用割合 

訪問介護 26.73％ 

通所介護 15.52％ 

地域密着型通所介護 11.46％ 

福祉用具貸与 75.66％ 

 

②前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の

各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

訪問介護 

あくとケア石巻 

 

27.68％ 

しらゆりヘルパ

ーステーション 

   15.18％ 

ひまわり在宅ケア

ステーション 

13.40％ 

通所介護 

花水木デイサービ

スもとまち 

29.23％ 

あん暖手デイサ

ービスセンター 

26.16％ 

デイサービスセン

ター わたのは 

    13.85％ 

地域密着型通所介護 

デイサービス 

センター花鳥風月 

 37.50％ 

しらゆりデイサ

ービスセンター 

    25.00％               

通所介護事業所

「湊」 

    25.00％ 

福祉用具貸与 

マルイチ福祉用具

機器センター 

    22.72％ 

ピース福祉機器 

サービス 

   22.40％ 

ホームケアゆかり 

 

14.20％ 

 

③判定期間 （令和６年度） 

□前期（令和６年３月１日から令和６年８月末日） 

☑後期（令和６年９月１日から令和７年２月末日） 
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令和    年    月    日 
 
 

事業の提供にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項を説明しました。 
 
 
 
 

              事業者 
          所在地  宮城県石巻市吉野町１丁目７番１号 

                                   
 

      名 称  医療法人社団 健育会 
       介護老人保健施設 しおん 

（事業所番号） ０４５０２８００８６ 
    
代表者  竹 川 節 男 
管理者  大 橋 和 枝           印  

 
説明者  （所属）介護老人保健施設 しおん 

                           （氏名）               印 
 
 
私は、本書面により、事業者から提供される事業についての重要事項の説明を受けました。 

    また、条項第１１項（１）～（７）に記載された個人情報の収集または提供をする場合と条項 
１３項（１）に記載されたサービス利用割合のついての説明を受けた事も含め、これに同意します。 

 
 
 

                        <利用者>  
 

住 所                      
 

                       氏 名                    印 
 
                        <署名代行者>  
 

住 所                      
 

                       氏 名                    印 
 

                         続 柄                      
 

署名代行の理由                  
 

                           <家 族> 
 

住 所                      
 

                       氏 名                    印 
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（ 別 表 １ ）利用料及びその他の費用は、下記の通りとします。 
認定区分 利用料 算定される加算 備考 

要介護 １ 

１０，８６０円 

・初回加算 （ ※ １ ）  

利用料の７０％を算定する場合 

 

 ・利用者に居宅サービス計画の 説明、 

並びに居宅サービス計画の利用者及び 

サービス担当者への交付を行わなかっ 

た場合。 

 

  ・特段の事情なく、月１回の利用者居 

 宅訪問及び居宅サービス計画実施状況 

の把握と結果の記 録を行わなかった 

場合。 

 

 ・要介護認定や要介護認定更新があった 

場合に、サービス担当 者会議・担当者 

に対する照会等 による居宅サービス 

計画内容に ついて、担当者と検討を行 

わなかった場合。 

 

利用料の５０％を算定する場合 

・上記内容が２ヶ月続いた場合 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

要介護 ２    ３，０００円（３００単位 / 月 ） 

  ・入院時情報連携加算 

  （Ⅰ）２，５００円（２５０単位 / 月 ） 

  （Ⅱ）２，０００円（２００単位 / 月 ） 

  ・退院・退所加算 

  
(Ⅰ)イ ４，５００円（４５０単位 / 月 ） 

(情報の提供をカンファレンス以外の方法によ

り１回受けていること) 

  
(Ⅰ)ロ ６，０００円（６００単位 / 月 ） 

(情報の提供をカンファレンスにより１回受け

ていること) 

  
(Ⅱ)イ ６，０００円（６００単位 / 月 ） 

(情報の提供をカンファレンス以外の方法によ

り 2 回受けていること) 

  
(Ⅱ)ロ ７，５００円（７５０単位 / 月 ） 

(情報の提供を２回受けており、うち１回以上

はカンファレンスによること) 

  
(Ⅲ)  ９，０００円（９００単位 / 月 ） 

(情報の提供を 3 回受けており、うち１回以上

はカンファレンスによること) 

  ・通院時情報連携加算（５０単位 / 月 ） 

  ・ターミナルケアマネジメント加算 

  ４，０００円（４００単位 / 月 ） 

  ・ 緊急時等居宅カンファレンス加算 

要介護 ３ 

１４，１１０円 

   ２，０００円（２００単位 / 月 ） 

要介護 ４  

要介護 ５     

 
認定区分 利用料 算定される加算 備考 

要支援 １ 

要支援 ２ 
４，７２０円 

・初回加算 （ ※ １ ） 

   ３，０００円（３００単位 / 月 ） 

 

 

 

   

 

 

◆継続計画未実施減算 所定単位数の 1.0％を減算 

 感染症及び非常災害時の発生において、ご利用者サービスに提供を継続的に実施する為の策定すること。  

 

◆高齢者虐待防止未実施減算 所定単位数の 1.0％を減算 

虐待防止の為の委員会の開催し、その結果を全職員へ周知するとともに及び虐待防止の研修を定期的に開

催実施 

 
◆ケアプラン作成に係る「主治の医師等の明確化」 
＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞ 
(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション等については、主治の医師等がその

必要性を認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅(介護

予防)サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。 
このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あ

らかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に

資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅(介護予防)サービス計画については,意見を求めた主治の医師

等に交付しなければならない。なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差

し支えない。 
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また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護及び要支援認定の申請のために主治医意見

書を記載した医師に限定されないことに留意すること。特に、(介護予防)訪問リハビリテーション及び(介護

予防)通所リハビリテーションについては、医療機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーション

の早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを

含む居宅サービス計画を作成すること。 
 

加算算定項目 加算算定の要件 

初回加算（※１） 

①新規に認定を受けて、居宅サービス計画を作成する場合 

②要支援者が要介護認定を受け、居宅サービス計画を作成する場合 

③要介護状態区分が２区分以上変更され、居宅サービス計画を作成する場合 

特定事業所加算 

  (Ⅰ～Ⅲ)・(Ａ) 

 

別に厚生労働大臣が定める人員基準等があり、Ⅰ～Ⅲ・Ａの人員基準等に適合した

場合 

特定事業所医療介護 

連携加算 

別に厚生労働大臣が定める人員基準等があり、Ⅰ～Ⅲ人員基準等に適合し、算定し

た場合に算定 

入院時情報連携加算Ⅰ 
利用者が病院又は診療所に入院してから 3 日以内に、その病院又は診療所の職員に

対し、当該利用者の心身の状況や生活環境等に係る必要な情報を提供した場合 

(提供方法は問わない) 

入院時情報連携加算Ⅱ 
利用者が病院又は診療所に入院してから４日以上 7 日以内に、その病院又は診療所

の職員に対し、当該利用者の心身の状況や生活環境等に係る必要な情報を提供した

場合(提供方法は問わない) 

退院・退所加算 

病院若しくは診療所への入院していた方、又は地域密着型介護老人福祉施設若しく

は介護保険施設への入所していた方が退院又は退所し、その居宅において居宅サー

ビス又は地域密着型サービスを利用する場合、その病院、施設等の職員と面談して

利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サ

ービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合 ただし、初回加

算を算定する場合は、この加算を算定しない 

通院時情報連携加算 
利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同意し、医師等に利用者の心身の状

況や生活環境の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供

を受けた上で居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合 

ターミナルケア 

マネジメント加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しており、ターミナルケアマネジメントを受

けることに同意した利用者について、２４時間連絡できる体制を確保しており、 

かつ、必要に応じて居宅介護支援を行うことができる体制を整備した場合 

緊急時等居宅 

 カンファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより、その病院又は診療所の医師若しくは看護師等と共に

利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じてその利用者に必要な居宅

サービス又は地域密着型サービスの利用に関して調整を行った場合 

 
（ 別 表 ２ ） 利用者相談窓口及び苦情申し立て機関 

利用者相談窓口 
担当者 大橋 和枝 

利用日  月曜日から金曜日 
     （ただし、国民の祝日、12 月 30 日から 1 月 3 日

を除く。） 
利用時間 午前 8：45～午後 5：30           
利用方法 電 話 0225(21)5155     
     面 接 自宅等訪問又は来所 

石巻市保健福祉部 

介護福祉課担当 

利用日  月曜日から金曜日 
利用時間 午前 9:00～午後 5:00    
利用方法 電 話 0225(95)1111    

宮城県国民健康保険団体連合会 
介護保険課 

利用日  月曜日から金曜日 
利用時間 午前 9:00～午後 4:00    
利用方法 電 話 022(222)7079      

宮城県東部保健福祉事務所 
地域保健福祉部 高齢者支援班 

利用日  月曜日から金曜日 
利用時間 午前 9:00～午後 4:00    
利用方法 電 話 0225(95)1419      
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（ 別 表 ３ ） 虐待防止等責任者とその職務 

担 当 者 職   務 

虐待防止等責任者 村中 めぐみ 

①委員会の設置及び開催と結果・内容の従業者への周知徹底 

②虐待防止等研修計画作成及び実施 

③苦情解決体制整備、その他虐待防止等の必要な措置等 

 
 
 
 
 
 
（地域包括支援センター等関係機関との連携） 
・ 事業所は、地域包括支援センター等が実施する事例検討会議等に積極的に参加し、専門性の向上及び 

  質の高いケアマネジメントの実施に努める。 
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（別 紙）             石巻市圏域町名・字名一覧表             No.１ 
№ チェック 新市町名 町名・字名 備  考 № チェック 新市町名 町名・字名 備  考 

1 ○ 石巻市 茜平 （旧石巻市） 46 ○ 石巻市 清水町 （旧石巻市） 

2 ○ 石巻市 あけぼの 〃 47 ○ 石巻市 新栄 〃 

3 ○ 石巻市 あけぼの北 〃 48 ○ 石巻市 新境町 〃 

4 ○ 石巻市 旭町 〃 49 ○ 石巻市 新成 〃 

5 ○ 石巻市 あゆみ野 〃 50 ○ 石巻市 新館 〃 

6 ○ 石巻市 泉町 〃 51 ○ 石巻市 新館南 〃 

7 ○ 石巻市 伊勢町 〃 52 ○ 石巻市 新橋 〃 

8 ○ 石巻市 鋳銭場 〃 53 ○ 石巻市 水明北 〃 

9 ○ 石巻市 井内 〃 54 ○ 石巻市 水明南 〃 

10 ○ 石巻市 伊原津 〃 55 ○ 石巻市 末広町 〃 

11 ○ 石巻市 宇田川町 〃 56  石巻市 鹿立 〃 

12 ○ 石巻市 浦屋敷南 〃 57 ○ 石巻市 住吉町 〃 

13 ○ 石巻市 駅前北通り 〃 58 ○ 石巻市 千石町 〃 

14 ○ 石巻市 大瓜 〃 59 ○ 石巻市 高木 〃 

15 ○ 石巻市 大街道北 〃 60  石巻市 竹浜 〃 

16 ○ 石巻市 大街道西 〃 61  石巻市 田代浜 〃 

17 ○ 石巻市 大街道東 〃 62 ○ 石巻市 立町 〃 

18 ○ 石巻市 大街道南 〃 63 ○ 石巻市 田道町 〃 

19 ○ 石巻市 大手町 〃 64 ○ 石巻市 垂水町 〃 

20 ○ 石巻市 大橋 〃 65 ○ 石巻市 大門町 〃 

21 ○ 石巻市 大宮町 〃 66 ○ 石巻市 中央 〃 

22  石巻市 荻浜 〃 67  石巻市 月浦 〃 

23  石巻市 折浜 〃 68 ○ 石巻市 築山 〃 

24 ○ 石巻市 開成 〃 69 ○ 石巻市 貞山 〃 

25 ○ 石巻市 開北 〃 70 ○ 石巻市 中浦 〃 

26 ○ 石巻市 鹿妻北 〃 71 ○ 石巻市 中里 〃 

27 ○ 石巻市 鹿妻本町 〃 72 ○ 石巻市 中島町 〃 

28 ○ 石巻市 鹿妻南 〃 73 ○ 石巻市 中瀬 〃 

29 ○ 石巻市 門脇 〃 74 ○ 石巻市 中屋敷 〃 

30 ○ 石巻市 門脇町 〃 75 ○ 石巻市 長浜町 〃 

31 ○ 石巻市 川口町 〃 76 ○ 石巻市 流留 〃 

32  石巻市 狐崎浜 〃 77 ○ 石巻市 南光町 〃 

33 ○ 石巻市 向陽町 〃 78 ○ 石巻市 錦町 〃 

34 ○ 石巻市 穀町 〃 79 ○ 石巻市 西浜町 〃 

35 ○ 石巻市 小竹浜 〃 80 ○ 石巻市 西山町 〃 

36  石巻市 小積浜 〃 81 ○ 石巻市 沼津 〃 

37 ○ 石巻市 後生橋 〃 82 ○ 石巻市 根岸 〃 

38 ○ 石巻市 幸町 〃 83 ○ 石巻市 のぞみ野 〃 

39 ○ 石巻市 魚町 〃 84 ○ 石巻市 羽黒町 〃 

40 ○ 石巻市 さくら町 〃 85 ○ 石巻市 八幡町 〃 

41  石巻市 侍浜 〃 86  石巻市 蛤浜 〃 

42 ○ 石巻市 沢田 〃 87 ○ 石巻市 浜松町 〃 

43 ○ 石巻市 塩富町 〃 88 ○ 石巻市 東中里 〃 

44 ○ 石巻市 潮見町 〃 89 ○ 石巻市 雲雀野町 〃 

45 ○ 石巻市 重吉町 〃 90 ○ 石巻市 日和が丘 〃 
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（別 紙）             石巻市市圏域町名・字名一覧表             No.2 
№ チェック 新市町名 町名・字名 備  考 № チェック 新市町名 町名・字名 備  考 

91 ○ 石巻市 双葉町 （旧石巻市） 136  石巻市 中野 (旧河北町） 

92  石巻市 福貴浦 〃 137  石巻市 長面 〃 

93 ○ 石巻市 不動町 〃 138  石巻市 成田 〃 

94 ○ 石巻市 蛇田 〃 139  石巻市 針岡 〃 

95  石巻市 牧浜 〃 140  石巻市 東福田 〃 

96 ○ 石巻市 松並 〃 141  石巻市 福地 〃 

97 ○ 石巻市 松原町 〃 142  石巻市 二子 〃 

98 ○ 石巻市 真野 〃 143  石巻市 馬鞍 〃 

99 ○ 石巻市 丸井戸 〃 144  石巻市 三輪田 〃 

100 ○ 石巻市 万石町 〃 145  石巻市 雄勝町伊勢畑 (旧雄勝町） 

101 ○ 石巻市 三河町 〃 146  石巻市 雄勝町大須 〃 

102 ○ 石巻市 水押 〃 147  石巻市 雄勝町大浜 〃 

103 ○ 石巻市 水沼 〃 148  石巻市 雄勝町雄勝 〃 

104 ○ 石巻市 美園 〃 149  石巻市 雄勝町小島 〃 

105 ○ 石巻市 三ツ股 〃 150  石巻市 雄勝町上雄勝 〃 

106 ○ 石巻市 三和町 〃 151  石巻市 雄勝町熊沢 〃 

107 ○ 石巻市 緑町 〃 152  石巻市 雄勝町桑浜 〃 

108 ○ 石巻市 湊 〃 153  石巻市 雄勝町下雄勝 〃 

109 ○ 石巻市 湊町 〃 154  石巻市 雄勝町立浜 〃 

110 ○ 石巻市 湊西 〃 155  石巻市 雄勝町名振 〃 

111 ○ 石巻市 湊東 〃 156  石巻市 雄勝町船越 〃 

112 ○ 石巻市 南境 〃 157  石巻市 雄勝町水浜 〃 

113 ○ 石巻市 南中里 〃 158  石巻市 雄勝町明神 〃 

114 ○ 石巻市 南浜町 〃 159  石巻市 雄勝町分浜 〃 

115 ○ 石巻市 南谷地 〃 160 ○ 石巻市 鹿又 (旧河南町） 

116 ○ 石巻市 明神町 〃 161 ○ 石巻市 北村    〃 

117 ○ 石巻市 明神南 〃 162 ○ 石巻市 須江 〃 

118 ○ 石巻市 恵み野 〃 163 ○ 石巻市 広渕 〃 

119 ○ 石巻市 元倉 〃 164 ○ 石巻市 前谷地 〃 

120  石巻市 桃浦 〃 165 ○ 石巻市 和渕 〃 

121 ○ 石巻市 山下町 〃 166  石巻市 桃生町牛田 (旧桃生町) 

122 ○ 石巻市 吉野町 〃 167  石巻市 桃生町太田  

123 ○ 石巻市 宜山町 〃 168  石巻市 桃生町樫崎 〃 

124 ○ 石巻市 わかば 〃 169  石巻市 桃生町神取 〃 

125 ○ 石巻市 渡波 〃 170  石巻市 桃生町給人町 〃 

126 ○ 石巻市 渡波町 〃 171  石巻市 桃生町倉埣 〃 

127  石巻市 相野谷 （旧河北町） 172  石巻市 桃生町城内  

128  石巻市 飯野 〃 173     石巻市 桃生町新田 〃 

129  石巻市 大森 〃 174  石巻市 桃生町高須賀 〃 

130  石巻市 尾ノ崎 〃 175  石巻市 桃生町寺崎 〃 

131  石巻市 釜谷 （旧河北町） 176  石巻市 桃生町中津山 〃 

132  石巻市 北境 〃 177  石巻市 桃生町永井 〃 

133  石巻市 小船越 〃 178     石巻市 桃生町脇谷 〃 

134  石巻市 皿貝 〃 179     石巻市 北上町女川 (旧北上町) 

135  石巻市 中島 〃 180     石巻市 北上町十三浜 〃 
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（別 紙）             石巻市市圏域町名・字名一覧表             No.3 
№ チェック 新市町名 町名・字名 備  考 № チェック 新市町名 町名・字名 備  考 

181  石巻市 北上町長尾 (旧北上町)      

182  石巻市 北上町橋浦 〃      

183  石巻市 網地浜 (旧牡鹿町)      

184  石巻市 鮎川大町 〃      

185  石巻市 鮎川浜 (旧牡鹿町)      

186  石巻市 鮎川浜丁 〃      

187  石巻市 大原浜 〃      

188  石巻市 大谷川浜 〃      

189  石巻市 給分浜 〃      

190  石巻市 十八成浜 〃      

191  石巻市 小網倉浜 〃      

192  石巻市 小渕浜 〃      

193  石巻市 鮫浦 〃      

194  石巻市 清水田浜 〃      

195  石巻市 泊浜 〃      

196  石巻市 新山浜 〃      

197  石巻市 長渡浜 〃      

198  石巻市 前網浜 〃      

199  石巻市 谷川浜 〃      

200  石巻市 寄磯浜 〃      
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